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 県内では、普段利用している公共施設や商業施設内で１人にな

った子どもを狙う不審者が出没しています。 

 お子さんの安全を守るために、下記のポイントについて、家庭

内での指導をお願いします。 

 

 普段利用している慣れた場所でも、子どもをひと
りにさせないようにしましょう。 
 また、お子さんにお店のトイレを使用させる時
でも、トイレの中に不審者が潜んでいることもあ
るため、子どもひとりでは行かせず、必ず保護者
の方が付き添いましょう。 
 

 不審者は、「可愛いね」「こっちに来て」等
と言葉巧みに誘いだし、人気のない所へ連れて
行き、わいせつな行為におよびます。 
 知らない人にはついて行かないよう、繰り返
し指導しましょう。 

 怖いと感じたら、大きな声で「助けて」と叫ぶよ
うに繰り返し指導しましょう。 
 また、いざという時、すぐに使えるよう、防犯ブ
ザーを携帯させましょう。 


